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前書き
電子本（PDF）を使ってお遊びします。
*
1
*
2
「タップハイライト」（拡張）という読
書アプリをご紹介します。みなさんがおそらく体験したことが無いであろう不思議な
読書感をお約束します。
タップハイライトは、難しい文書（以下、「難文書」とします）の視認性を飛躍的
に向上させます。何が不思議かというと、やさしい本には効果が小さく、本が難しけ
れば難しいほど効果的な点です（理由は本文で触れます）。
難文書の具体例
一言で言うと専門性の高く、正確性が問われる文書です。例えば教科書、論文、参
考書（資格試験）、法令、製品マニュアル、仕様書などです
*
3
。「技術書」、技術ブログ
（Qiita,Zenn 等）、もこれに含まれます。
タップハイライト
名前は読書時の動作に由来します。百聞は一見に如かずなのでこちらをご覧くだ
さい。
*
1
何も買ってない人はまずは本書で遊んでみてください。
*
2
PDF に限らず Web 上の記事ほぼ全てに適用可能です。Qiita, Zenn の記事も読めますし、
Wikipedia、青空文庫、ニュースサイト等々、どれでもいけます。
*
3
中でも特筆すべきは哲学、数学、法律です。
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▲図 1 タップハイライト
文章中の単語を「タップ」するだけで同じ単語が同じ色に「ハイライト」されま
す。
*
4
静止画だと分かりづらいので、下記リンクの動画を参照ください。
 * https://functoy.com/  
機能自体はシンプルです。が、見慣れないギミックと思います
*
5
。初見ではグロテ
スクというか目がチカチカする印象を持たれるかも知れません。しかし、慣れると難
*
4
英語なら１タップ、日本語は 2 タップ（漢字、ひらがな） or 1 タップ（カタカナ、数字、その他）
です。
*
5
なかったので自分でつくりました。一応特許も出してたりします。
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文章が視認性良く楽に読めます。俯瞰的視点が手に入ります。
ただ、やっぱり初見時のグロテスクさは大体の人に当てはまるみたいです。読者の
皆さんも、
1. 電子本という単語で釣られてここまで読んだ
2. でもグロテスクさを覚えた
3. そっ閉じしようかな (いまココ)
って方が多い気がします。
本書のテーマ
本書ではここから先に興味を持ってもらうべく、『タップハイライトで難文書が読
みやすくなる根拠』をテーマにします。実績、理屈、自己体験の３アプローチを採り
ます。
実績による説明
タップハイライト自体は完成が最近で実績がありません。しかし、タップハイライ
トの元となった技術があります。「多色ハイライト」です。多色ハイライトを多用し
て難文書を楽に読んでいる業界が存在します。それは「特許」業界です。長くなった
ので詳細は App endix に書きました
*
6
。要約すると、
•「特許文書」は難文書である
• 多色ハイライトでその難文書を楽に読んでいる、しかも多読する（実績は十分）
• 特許文書に類似する文書には多色ハイライトが適用できる、と推定される
• しかし、上記類似文書に多色ハイライトをそのまま適用すると難点がある
• 難点を克服すべく多色ハイライトを改良したのがタップハイライト
*
7
• 筆者的にはタップハイライトの上記類似文書への適用に手応えを感じている
• 次は多くの人に体験してもらいたい、今回は特に技術書で（今ここ）
ご参考ですが特許業界の文書例は以下のとおりです。某有名ゲームの特許 (特許第
2922509 号) です (Appendix に答えを書きました。)
*
8
結構難しい文書と思われます
がいかがですか？ これの 20 倍が１つの文献です。これを人によっては１日に１０
*
6
Appendix は本書を読み終わったことを前提で書いています。
*
7
開発の経緯としては別の技術を開発していて、結果的にタップハイライトにシュリンクしたら面白
いことになった、よく見ると特許業界の多色ハイライトの正統後継になっていた、のが正直なとこ
ろです。
*
8
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2922509/7E2C30424CF027329BC3B84613352F30D762AC1A71FE806BEB2817A69A27CA07/15/ja
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文献くらい読みます。多色ハイライトなしではベリーハードになるのは間違いない
です。
某有名ゲームの特許（一部抜粋）
（タップハイライト時のヒント）数字をタップしたあとで、「〇〇」X（X は数字）
の箇所をハイライト。例えば「ターンテーブル入力装置」１２なら「ターンテーブル」
「入力」「装置」など。
【００６０】
【発明の実施の形態】図１は本発明の一実施形態に係る音楽演出ゲーム機の外観を
示し、図２はその内部構造を示している。このゲーム機１は筐体２の内外に各種部品
を装着して構成される。筐体２は、本体３と、その上部に取り付けられるトップボッ
クス４とを有している。本体３の上部には画面表示部５が設けられている。画面表示
部５にはＣＲＴを利用したモニタ６が設置され、そのモニタ６の両側には縦長の装
飾灯７Ａ，７Ａが設けられている。画面表示部５の下方にはスピーカ８Ａが設置され
る。スピーカ８Ａの下方には前方への突出部９が設けられ、その突出部９の前面にも
スピーカ８Ｂが設置される。
【００６１】突出部９の上面にはコントロールパネル１０が設けられている。コン
トロールパネル１０は、プレイヤーがモニタ６と向かい合う位置に立ったとき、その
プレイヤーの手元に位置するようにその高さが調整されている。コントロールパネル
１０の中央には硬貨投入口１１が設置され、その左方には一人目のプレイヤー用の演
出操作部１２Ａが、右方には二人目のプレイヤー用の演出操作部１２Ｂがそれぞれ設
けられている。演出操作部１２Ａ，１２Ｂには、鍵盤入力装置１３およびターンテー
ブル入力装置１４がそれぞれ設けられる。
【００６２】鍵盤入力装置１３には、押釦式のスイッチを用いた５個の鍵盤キー１
５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃ，１５Ｄ，１５Ｅが設けられている。これら鍵盤キー１５Ａ〜
１５Ｅは、楽器の鍵盤の配列を模してプレイヤーの手前側に３個の鍵盤キー１５Ａ，
１５Ｃ，１５Ｅが、それらの隙間に合わせて後方に２個の鍵盤キー１５Ｂ，１５Ｄが
並べられている。なお、以下では、演出操作部１２Ａ，１２Ｂを特に区別する必要の
ないときは演出操作部１２と表記し、鍵盤キー１５Ａ〜１５Ｅについても同様に鍵盤
キー１５と表記することがある。
【００６３】図１において鍵盤キー１５の上面は平坦に描かれているが、例えば図
３に示したようにプレイヤーからみて奥側に突起部１５ｐを設けてもよい。なお、各
鍵盤キー１５にはＬＥＤ等を用いた表示灯１７が設けられる。表示灯１７に代えて鍵
盤キー１５の内部に電球等の発光体を設け、鍵盤キー１５そのものを発光させても
よい。
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理屈による説明
次に、理屈面でのアプローチです。まず、「理解することの本質」、「難文書の特徴」
に注目します（定性的理解）
*
9
。タップハイライトはこの「難文書の特徴」にうまく
マッチしています。
*
10
。具体的には、以下の流れで理屈を説明します。
最初に難文書とはなにかを掴むために具体例を示します。具体例は先ほど述べたよ
うに「特許文書」に似た文書です。
• 難文書の例示
次に、難文書の特徴、およびその特徴に起因する難文書の難しさ（読者目線での）
を説明します。
• 文書全てに共通の特徴
• 理解することの本質
• 難文書に特有の特徴
• 読者目線での難文書の難しさ
最後に「タップハイライト」で難文書をどう攻略するかを説明します。
• タップハイライトの特徴
• タップハイライトによる難文書の攻略
自己体験による説明
最後に、自己体験です。本書自体がタップハイライトで読みやすくなることを読者
に自己体験してもらいます。本書は PDF の形で技術書典マーケットや Booth で頒
布していますが、筆者のページに本書のタップハイライト可能版を掲載しています。
そちらで読んでほしいです。リンクは下になります。
• タップハイライト可能な本書 (https://functoy.com/pplbook)
• マーケット (https://techbookfest.org/product/2qWQFdRVJpKL5cHmXsLxNf)
本書は敢えて難文書になるように書いています。タップハイライトを使ったので本
*
9
残念ながらスピード、理解度といった具体的数値はまだ得られていません（定量的理解）。今後の課
題です。研究ネタにしたいという方が出てきてくれたらいいなぁ、といった状況です。お待ちして
います。
*
10
この技術の紹介で微妙な顔をされることがよくあります。毎回凹んでいたのですが、上記理屈を理
解したことで技術の有効性を疑うことはなくなりました。
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書も楽に読めた、となれば理屈とは違う説得力が出てくると期待しています。
ただし楽に読めるように、文中にヒントを残しました（「」の単語をタップすると
○です）。
タップハイライトでの本書の読み方
詳細はこちら（https://functoy.com/howtoppl）です。ボタンが左上に来ている
点、注意してください。以下、簡単な操作方法だけを抜粋します。
起動とタップハイライト
まず、左上の黄色「ボタン」を押します（起動）。これでタップハイライトが可能
な状態になります。その後は文章中の単語をガシガシタップしてみてください。対応
する単語が網羅的に同じ色にハイライトされます。起動後は左のボタンでオプション
ボタンの表示・非表示、表示された真ん中のボタンで Undo, Reset, 右のボタンで目
次の表示・非表示です。タップにミスった際は Undo、マーカーが邪魔になったり、
まっさらな気持ちでやり直したいときは Reset がおすすめです。
特に、各章を読み始める際は Reset をかけたほうが良いです（必ず Reset をかけ
てくださいと言ったほうが良いかも知れません。）。いきなり多色ハイライトが展開し
ているよりも、まっさらな状態でハイライトを都度行うほうが読みやすいです。
*
11
ハイライト戦略
以下の 3 つを参考に戦略的にタップ（ハイライト）していくと読みやすくなります。
• 小見出しの単語をタップする
•「」（カギカッコ）の中の単語も同様（ヒント語）
• 形容詞と名詞は分けてタップする
注意点として、漢字・ひらがなは始点と終点を２回タップする必要があります。そ
れ以外（カタカナ、ローマ字、数字など）は１回タップでハイライトされます。これ
は漢字・ひらがなは区切りが明確でないため、読者が指定してあげる必要がありま
す。それに対し、漢字・ひらがな『以外』はある程度まとまりが分かるので１タップ
でそのまとまりを一括してハイライトできるのです。
*
12
*
11
タップハイライト起動時に前回の設定を引き継がない、常にまっさらな状態からスタートするのも
この理由があります。いきなり多色ハイライトが展開しているのはよろしくないです。章をまたぐ
際に Reset せずに読み進めてみてください。おそらく読みにくさを感じるはずです。
*
12
本当は例えばカタカナも区切りが存在することがあります。例えばタップハイライト、これもタッ
プとハイライトの２要素で構成されています。しかしタップ数を減らす方を重視して連続するカタ
カナは１タップで指定される、としました。筆者は２ヶ月ほど普段遣いしていますが、実用上、そ
こまで問題ない印象です。
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２回タップの際（ひらがな、漢字のいずれかをタップ）にキャンセルしたい場合は、
文字のない箇所をタップしてください。
タップハイライト拡張を動かす環境
本書
本書の電子本（PDF）でタップハイライト可能なものを筆者のサイトに掲載して
あります。もう一度リンクを示します。
• タップハイライト可能な本書 (https://functoy.com/pplbook)
後述の Safari 拡張を導入せずとも普通のブラウザで読めます。
電子本で遊ぶ１（任意の文書）
ご自身が所有する電子本 (PDF) でタップハイライト体験してみてほしいで
す。
*
13
*
14
。本書でもいいですが、やっぱり読者ご自身が興味を持っている本で試
すのが一番です。また、遊んでいる中で新規軸が出てくるかもと期待しています。電
子本で遊ぶには以下の Safari 拡張が必要です（追記：なしでも遊べるようにしまし
た。本章最後を参照ください）。
Safari 拡張
Web 上の文書、PDF をタップハイライト可能にする Safari 拡張（タップハイラ
イト拡張 - PPL）をリリースしています。5 ドルの有料アプリです。ハードとして
iPhone, iPad, Mac、ソフトとして PPL が必要になります。
*
13
pdf2HTMLEX というソフトで PDF を HTML に変換する必要があります。詳しくはこちら
(https://functoy.com/pplpdf)
*
14
筆者は技術書典 9 からサークル参加し始めました。毎回、視認性向上についての書籍を頒布してい
ます。類似の本に見えるかもですが毎回別様に進化し続けています。前回は（も？）技術として完
成、大きく PR していこうと喜び勇んで出展しましたが、あまり反応がなく悲しかったです。一方
で建設的な意見をいただけました。反応がなかったのは技術として微妙だったからと実感していま
す。今回はそのリベンジです。おかげさまで、技術としてよりわかりやすく、より効果的なものに
仕上がっています。少しでも多くの人に刺さってほしいです。
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技術に対する思い
タップハイライトが普及すれば、難文書を読む読者が増えるはずです。つまり技術
書を買う人も増えると期待しています。書き手側もインプットにかかる労力を減ら
し、その後に控えるアウトプットに注力できるはずです。つまり技術書の種類、数も
増えると期待しています。
ただし、技術の有効性について多くの人の検証はなされていません。フィードバッ
クいただけると幸いです。
本書が想定する読者
• 読書好きな人
• 新しい物好きな人
• 難文書に困っている人
• PPL を既に導入済みの人
• 読書法ヲタの人
過去作の読者への連絡
詳細は「タップハイライト」の章を見てほしいですが、これまでの過去作で最重
要視していた「自然な単位」という概念を捨てました
*
15
*
16
。本書でご紹介している
アプリ（PPL）も本書も完全に新作になっています。過去作では「自然な単位」と
「タップハイライト」が混ざっている状態でしたが後者に一本化しています。
• 半自動着色読書 = 「自然な単位」 && 「タップハイライト」
前著があまりにも分かりにくい、という感想を頂いて反省しました。しかしそれに
より、複雑に絡み合っていた技術がうまく分かれてくれました。こういう読者とのや
り取りが発生するイベントに参加するのは良いことですね。今回も何か得られないか
*
15
「自然な単位」を捨てたとは、タップハイライト単体では『完全一致』でハイライトされるという
ことです。当然、「自然でない単位」になりえます。しかし逆に読者が思ったとおりのハイライトと
なるので、『意図が読みやすい』というメリットがあります。同じ単語が同じ色になっている安心感
が大事と実感しています（前著の段階では見過ごしていました）。
*
16
「自然な単位」路線の開発も進めており、リリースもほぼ可能な状態 (日本語の句構造解析の精緻化
が若干残っています) ですが、まずはタップハイライト技術の普及を目指します。マーカーを引き
ながら読む、という習慣は誰もが経験があると思いますが、高速多色タップハイライトは恐らく未
知の領域のはずです。一足飛びは×です。前回で懲りました。）
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期待しています。
電子本で遊ぶ２（20220920 追記）
任意のブラウザ、プラットフォームでも電子本で遊べるようにしました。具体的手
順は以下のサイトをご覧ください。
• https://functoy.com/pplbook
免責事項
本書に記載された内容は、情報の提供のみを目的としています。したがって、本書
を用いた開発、製作、運用は、必ずご自身の責任と判断によって行ってください。こ
れらの情報による開発、製作、運用の結果について、著者はいかなる責任も負いま
せん。
変更履歴
• 20220910 初版
• 20220925 第２版（任意のブラウザ、プラットフォームでも電子本が遊べる話
を追記）
• 20221112 第 3 版（イベントを前提としない書き方に変更）
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第 1 章
難文書の例
まず難文書とは何を指しているのか、具体例を挙げます。ご自身でタップハイライ
トしてほしいですが、最初は白黒で読んでみてください。かなり『てごわい』文書た
ちを用意しました。
1.1 並行計算の説明
*
1
*
2
1.1.1 並行計算
概要
並行計算（へいこうけいさん、英: Concurrent computing）とは、複数の計算ある
いはアルゴリズムを、同一期間に同時実行させつつ相互に同調（コンカレント）させ
て、次の期間開始までに互いに完遂させるという計算形態を意味している。非同期な
メッセージパッシングではその完遂の抽象化も可能になる。対義語は順次計算（シー
ケンシャル）である。並行コンピューティングとも邦訳される。並行プログラミング
（Concurrent programming）とも言われる。並行計算は、コンピュータプログラム
やコンピュータネットワークの重要な特性であり、各プロセスの各スレッド制御など
がその要点になる [1]。並行計算下の各スレッドは、一定の制約内で他のスレッドの
完了を待つことなく同時にそれぞれ進行できる。非同期では他のスレッドの応答も
一定の制約内で待たなくてよくなる。エドガー・ダイクストラやアントニー・ホーア
が、並行計算のパイオニアとして名高い。
*
1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A6%E8%A1%8C%E8%A8%88%E7%AE%97
*
2
この記事は、ウィキペディアの項目「並行計算」を素材として二次利用しています。前記項目と同
様 CC-BY-SA 3.0 のもとで公表されます。カギカッコの位置を若干修正しました。
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1.1 並行計算の説明
*
3
*
4
イントロダクション
並行計算は、「並列」計算（parallel computing）としばしば混同される。並列計算
はマルチプロセッサ前提であり、独立した各「プロセッサ」が割り振られた計算を同
時実行することを指す。故にシングルプロセッサでは不可になる [2]。分散システム
内の各コンピュータが割り振られた計算を同時実行するのもそうである。並列計算は
スループット・パフォーマンス向けとされる。並列計算の対義語はマルチプロセッサ
のシリアル計算（serial computing）であり [3]、各プロセッサの排他的な計算順序
配置が重視される。
並行計算は一つのプロセッサに複数のタスクを存在させて、各タスクに計算を割り
振ることを指す [4]。そこではタイムシェアリング技術などが使われる。マルチプロ
セッサならば、タスクを各プロセッサに分散できるのでより効率的になる [5]。各タ
スクは協調する相手タスクが別プロセッサの並列性なのか、同プロセッサの並行性な
のかを気にしない [6]。いわゆるマルチタスク OS では、カーネルとアプリケーショ
ンプログラムから複数のプロセスやスレッドが生成されて、それぞれがタスクの担い
手になる。並行計算はレイテンシ・パフォーマンス向けとされる。並行計算の対義語
はシーケンシャル計算（sequential computing）であり [3]、タスクが一つずつ実行
される。
並列計算・「シリアル計算」・並行計算・「シーケンシャル計算」の適性は下のよう
になる。
•「スレッド」A の完了後に、スレッド B が実行される（シリアル・シーケン
シャル）
• スレッド A と、スレッド B が交互に実行される（シリアル・並行）
• スレッド A と、スレッド B が同時に実行される（並列・並行）
並行計算システムの設計における主要な課題は、タスク間の相互作用や通信の順序
付けとタスク間で共有するリソースへのアクセスである。そこではスレッド間通信や
プロセス間通信を意識して開発を行う必要があり、通信に用いるプロトコルの開発も
必要となる。
リソース共有アクセス調整
並行計算の最も身近な課題になるのは、複数のプロセス/スレッドで一つのリソー
ス共有するためのアクセス調整をする並行性制御である [7]。ここでよく取り沙汰さ
れるのは競合状態、デッドロック、リソース欠乏などである。下は共有リソースの
コード例である。
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第 1 章 難文書の例
▲図 1.1 普通のハイライト（キーボード利用、単色）
ここで balance=500 としてプロセス A とプロセス B を走らせる。A が with-
draw(300) を、B が withdraw(350) をコールする。A が 2 行目を true で終えて 3
行目に入る前に、B が 2 行目に入ると balance > withdrawal はここでも true に
なってしまい、A と B の双方が減算して balance=-150 となり、口座残高以上の金
額が引き落とされてしまうことになる。こうしたリソース共有問題の並行性制御で
は、クリティカルセクションのロック（セマフォ・ミューテックス・モニタなど）同
期がよく使われる。
並行システムは共有リソース（通信媒体を含む）に依存しているため、並行計算は
一般にリソースへのアクセスに関する何らかの調停回路を実装する必要がある。これ
により無制限の非決定性問題が生じる可能性が出てくるが、調停回路を注意深く設計
すればその可能性を限りなくゼロに近づけることができる。だが、リソース上の衝突
問題への解決策は数々あるが、それら解決策は複数のリソースが関わってきたとき
に、新たな並行性問題（同期のデッドロックなど）を生じる。非ブロックアルゴリズ
ムはそれらに対応できる並行性制御とされる。
1.1.2 化学結合
*
5
*
6
概要
化学結合（かがくけつごう、（英: chemical bond）は、化学物質を構成する複数の
原子を結びつけている結合である。化学結合は分子内にある原子同士をつなぎ合わせ
る「分子内結合」と分子と別の分子とをつなぎ合わせる「分子間結合」とに大別でき、
分子間結合を作る力を分子間力という。なお、金属結晶は通常の意味での「分子」と
は言い難いが、金属結晶を構成する結合（金属結合）を説明するバンド理論では、分
子内結合における原子の数を無限大に飛ばした極限を取ることで、金属結合の概念を
定式化している。
分子内結合、分子間結合、「金属結合」のいずれにおいても、化学結合を作る力は
*
3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%B5%90%E5%90%88
*
4
この記事は、ウィキペディアの項目「化学結合」を素材として二次利用しています。前記項目と同
様 CC-BY-SA 3.0 のもとで公表されます。カギカッコの位置を若干修正しました。
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1.1 並行計算の説明
*
7
*
8
原子の中で正の電荷を持つ原子核が、別の原子の中で負の電荷を持つ電子を電磁気力
によって引きつける事によって実現されている。物理学では 4 種類の力が知られてい
るが、電磁気力以外の 3 つの力は電磁気力よりも遥かに小さい為、化学結合を作る主
要因にはなっていない。したがって化学結合の後述する細かな分類、例えば共有結合
やイオン結合はどのような状態の原子にどのような形で電磁気力が働くかによる分類
である。
化学結合の定式化には、複数の原子がある場合において電子の軌道を決定する必要
があり、そのためには量子力学が必須となる。しかし多くの簡単な化合物や多くのイ
オンにおいて、化学結合に関する定性的な説明や簡単な定量的見積もりを行う分に
は、量子力学で得られた知見に価電子や酸化数といった分子の構造と構成を使って古
典力学的考察を加える事でも可能である。
それに対し複雑な化合物、例えば金属複合体では価電子理論は破綻し、その振る舞
いの多くは量子力学を基本とした理解が必要となる。これに関してはライナス・ポー
リングの著書、The Nature of the Chemical Bond で詳しく述べられている。
分子内結合
■古典力学的な説明 分子間力が働く機構を定性的に説明すると下記のとおりにな
る。分子内にある「原子」は、原子 A の「原子核」と原子 B の「電子」との間に働
く電磁気的な力 F1 により引きつけられ、これが A と B の間の分子内結合を構成す
る引力となる。それに対し、原子 A の原子核と原子 B の原子核の間には電磁気的な
斥力 F2 働いて結合を邪魔しようとし、同様に原子 A の電子と原子 B の電子の間に
も斥力 F3 が働く。
しかし原子同士の距離が適切な近さ（結合距離）[1] 程度にあれば、引力は斥力よ
りも大きくなる。この原因を古典力学にいえば、原子は中心に原子核があり、そこか
ら遠く離れたところに電子が飛んでいるという構成をしているので、原子核・原子核
間の距離よりも原子核・電子間の距離のほうが小さくなり、斥力 F2 は引力 F1 より
も小さくなる。また電子は原子核に比べて軽いので、電子・電子間は斥力によって簡
単に遠く離れるため、電子・電子間の斥力 F3 も小さくなる。
結局引力が F1 斥力 F2 + F3 に勝ち、分子内の原子同士が引きつけられる事に
なる。
なお、既に述べたように分子内結合が起こるためには原子間の適切な範囲にあり、
距離が近すぎる場合には、斥力によって距離が離れていき、結局結合距離の近辺で
落ち着く事になる。この事実は量子力学の知識を使って中心力場の系を解く事で示
せる。
■
原子の電子配置による説明 分子内結合をさらに詳細を記述する為、「電子軌道」
の量子数の概念を説明し、量子数を使って分子内結合を記述する。原子内の電子の軌
17
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第 1 章 難文書の例
道は、実際には量子力学に従っているため、軌道は「量子化されている」（＝飛び飛
びの値を取る）。電子の軌道は 4 種類の量子数という自然数値によって特徴づけられ
る。4 つの量子数は、電子が K 殻、L 殻、M 殻…のいずれに入るかを決める主量子
数、殻の中の s 軌道、p 軌道、d 軌道…のいずれに入るかを決める方位量子数、軌道
角運動量、スピン角運動量がそれぞれ上向きか下向きかを決める磁気量子数、スピン
量子数からなる [2]。
分子内結合を記述する上で重要になるのは、同一原子中にある相異なる 2 つの電
子の量子数が 4 つとも同一になる事はないという事実である（パウリの排他律）[3]。
よって原子中の異なる電子は異なる軌道にある事になり、例外はあるものの、基本的
にはエネルギー状態が小さい軌道から順に電子が埋まっていく [4]。
電子が 1 つ以上ある殻で、最も外側にあるものを原子価殻 [5]、もしくは「最外殻」
といい、原子価殻にある電子を原子価殻電子 [5] もしくは最外殻電子という。
化学結合に関わるのは、基本的にエネルギー状態が高い不安定な軌道にある電子で
あり、それは主に最外殻電子である。パウリの排他原理により最外殻には有限個の原
子しか入れない。最外殻に最大数の電子が入っている場合、最外殻は閉殻であるとい
う。閉殻は安定した状態にあり、逆に言えば最外殻に余った電子がある場合は、その
電子は電磁気力により他の原子の原子核に引き寄せられる。また最外殻に電子が足り
ていないなら、他の原子の最外殻に余っている電子を電磁気力で引きつけて足りない
部分を補おうとする。
■
電気陰性度による分類 こうして電磁気的に引きつけられた原子同士の分子内結合
を記述する為のパラメータとして、電気陰性度という尺度がある。これは原子がどの
程度原子外にある電子を引きつけるかを示す尺度である。結合した 2 つの原子の電気
陰性度に極端な差異がある場合は、電気陰性度が大きい原子の方に最外殻電子が完全
に移動してしまう。この状態における分子内結合をイオン結合という [6]。
それとは逆に両者の電気陰性度が完全に釣り合っているときは、最外殻電子を 2 つ
の原子で「共有」する状態になる。この状態を非極性共有結合という [6]。電気陰性
度が両者の中間にある場合は、最外殻電子を一方の原子にやや引きつけた「極性」の
ある共有状態になる。この状態を極性共有結合という [6]。非極性または極性の共有
結合の事を共有結合という。
1.2 位相空間
*
9
*
10
*
5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8D%E7%9B%B8%E7%A9%BA%E9%96%93
*
6
この記事は、ウィキペディアの項目「位相空間」を素材として二次利用しています。前記項目と同
様 CC-BY-SA 3.0 のもとで公表されます。カギカッコの位置を若干修正しました。
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1.3 純粋理性批判（カント）
*
13
*
14
1.2.1 定義 (開集合系による位相空間の定義)
「X」を「集合」とし、「O」を X のべき集合 P(X) の部分集合とする。
O が以下の性質を満たすとき、組 (X, O) を X を台集合とし O を開集合系とする
位相空間と呼び、O の元を X の開集合と呼ぶ。
1. ∅, X ∈ O
2. (∀ O1 ∈ O) (∀ O2 ∈ O)) (O1 ∩ O2 ∈ O)
3. (∀ F0 ⊆ O) (U(F ∈ F0) F ∈ O)
1.3 純粋理性批判（カント）
*
11
*
12
1.3.1 概要
『純粋理性批判』（じゅんすいりせいひはん、独: Kritik der reinen Vernunft) は、
ドイツの哲学者イマヌエル・カントの主著である。1781 年に第一版が、1787 年には
大幅に手を加えられた第二版が出版された（一般に前者を A 版、後者を B 版と称す
る）。カントの三大批判の一つで、1788 年刊の『実践理性批判』（第二批判）、1790
年刊の『判断力批判』（第三批判）に対して、第一批判とも呼ばれる。人間理性の抱
える諸問題についての古典的名著であり、ライプニッツなどの存在論的形而上学と、
ヒュームの認識論的懐疑論の両方を継承し、かつ批判的に乗り越えた、西洋哲学史上
最も重要な書物のひとつである。
1.3.2 概論
『純粋理性批判』は、「理性認識」の能力とその適用の妥当性を、理性の法廷におい
て、理性自身が審理し批判する構造を持っている。したがって、それは、哲学（形而
上学）に先立ち、理性の妥当な使用の範囲を定める哲学の予備学であるとカントは
言う。
カントは、理性 (Vernunft) がそれ独自の「原理」(Prinzip) に従って事物 (Sache,
Ding) を認識すると考える。しかし、この原理は、「経験」に先立って理性に与えられ
る内在的なものである。そのため、理性自身は、その起源を示すことができないだけ
でなく、この原則を逸脱して、自らの能力を行使することもできない。換言すれば、
経験は経験以上のことを知りえず、原理は原理に含まれること以上を知りえない。カ
*
7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%94%E7%B2%8B%E7%90%86%E6%80%A7%E6%89%B9%E5%88%A4
*
8
この記事は、ウィキペディアの項目「純粋理性批判」を素材として二次利用しています。前記項目
と同様 CC-BY-SA 3.0 のもとで公表されます。カギカッコの位置を若干修正しました。
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第 1 章 難文書の例
ントは、理性が関連する原則の起源を、経験に先立つアプリオリな認識として、経験に
基づかずに成立し、かつ経験のアプリオリな制約である、超越論的 (transzendental)
な認識形式に求め、それによって認識理性 (theoretische Vernunft) の原理を明らか
にすることに努める。
初学者向けの解説： すなわち「認識する」とされる理性そのものは、理性からは認
識できる範囲外にあることを原点とした。『コペルニクス的転回』を見せたのである
[1]。
人間的認識能力とその制約
伝統的な懐疑論は、認識の内容が人間の精神に由来することから、外界との対応を
疑い、それを以て認識そのものの成立の妥当性を否定した。しかし、カントは、こう
した認識の非実在性と非妥当性への疑問に対して、次のように答える。すなわち、経
験の可能性の条件である超越論的制約は、すべての人間理性に共通なものである。し
たがって、その制約の下にある認識は、すべての人間にとって妥当なものである。
ここでカントは、認識の制約以前にある「物自体」 (Ding an sich) と経験の対
象である「物」 (Ding) とを区別する。「物自体」は、理性を触発し (aﬃzieren)、
「感性」 (Sinnlichkeit) と「悟性」 (Verstand) にはたらきかける。そして、それに
よって人間理性 (menschliche Vernunft) は、「直観」 (Anschauung) と 「概念」
(Begriﬀ ) とを通じて、超越論的制約である空間と時間という二つの純粋直観 (reine
Anschauungen)、および 12 の「範疇」 (Kategorie) すなわち純粋悟性概念 (reine
Verstandbegriﬀe) の下に、自らの経験の対象として物を与える。
しかし、これは一方で、人間理性はわれわれの「認識能力」(unser Erkenntnisver-
mo egen) を超えるものに認識能力を適用することができない、ということを意味す
る。すべての人間的認識は、超越論的制約の下に置かれている。したがって、伝統的
に考えられてきた直接知や知的直観の可能性は、否定される。神やイデア（理念）と
いった超越は、人間理性にとって認識可能であるとした。そして、このような伝統的
な形而上学とは対照的に、カントは、認識の対象を、感覚に与えられうるものにのみ
限定する。すなわち、人間理性はただ感性に与えられるものを直観し、これに純粋悟
性概念を適用するにとどまるのである。
感性と悟性とは異なる能力である。そして、これらを媒介するものは、構想力
(Einbildungskraft) の産出する図式 (Schema) である。また、感性の多様 (Man-
nigfaltigkeit der Sinnlichkeit) は統覚 (Apperzeption) 、すなわち「我思う」（Ich
denke: つまりデカルトのコギト）によって統一されている。しかし、理性には、自
分の認識を拡大し、物自体ないし存在を把握しようとする形而上学への本性的素質
(Naturanlage zur Metaphisik) がある。このため、認識理性は、ほんらい悟性概念
の適用されえない超感性的概念・理性概念をも知ろうと欲し、それらにも範疇を適用
しようとする。しかし、カントは、認識の拡大へのこの欲求を理性の僭越として批判
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1.4 令和４年司法試験問題（論文式試験・民事系科目）
*
16
し、認識 (erkennen) されえないものはただ思惟する (denken) ことのみが可能であ
るとする。そのような理性概念として、神、魂の不滅、自由が挙げられる。
1.4 令和４年司法試験問題（論文式試験・民事系科目）
*
15
1.4.1 〔第１問〕
次の各文章を読んで、後記の 、 及び に答えなさい。 〔設問１⑴・⑵〕 〔設問２〕
〔設問３〕なお、解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、
試験時に施行されている法令に基づいて答えなさい。
1.4.2 【事実Ⅰ】
１．個人で事業を営んでいる「Ａ」は、その所有する「甲土地」を売却することと
した。
２．令和２年３月２０日、不動産取引の経験がなかったＡは、かつて不動産業に携
わっていた友人の「Ｂ」に甲土地の売却について相談をした。甲土地の登記記録に
は、弁済によって被担保債権が既に消滅した抵当権の設定登記が残っていたことか
ら、Ｂは、甲土地の売却先を探してみるが、その前に抵当権の登記を抹消してあげよ
うと申し出、Ａはこれを了承した。
1.4.3 【事実Ⅱ】
前記【事実Ⅰ】の１と２に続いて、以下の事実があった。
３．Ｂは、自身が負う金銭債務の弁済期が迫っていたため、甲土地を自己の物とし
て売却し、その代金を債務の弁済に充てようと考えた。
４．令和２年４月２日、Ｂは、Ａに対し、抵当権の抹消登記手続に必要であると
偽って所有権移転登記手続に必要な書類等の交付を求め、Ａは、Ｂの言葉を信じてこ
れに応じた。Ｂは、Ａが甲土地をＢに３５００万円で売却する旨の契約（以下「契約
①」という。）が成立したことを示す売買契約書を偽造し、同契約書とＡから受け取っ
た書類等を用いて、同月５日、甲土地につき、抵当権の抹消登記手続及びＡからＢへ
の所有権移転登記手続をした。
５．令和２年４月２０日、Ｂは、甲土地を４０００万円で「Ｃ」に売却する旨の契
約（以下「契約②」という。）をＣとの間で締結した。Ｃは、契約②の締結に当たり、
甲土地の登記記録を確認し、Ｂが甲土地を短期間のうちに手放すことになった経緯に
つきＢに尋ねたところ、Ｂは、「知らない人と契約を交わすのを不安に感じたＡの意
*
9
https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00104.html
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第 1 章 難文書の例
向で、いったん友人である自分が所有権を取得することになった」旨の説明をした。
６．令和２年４月２５日、ＣからＢへの代金全額の支払と、甲土地につきＢからＣ
への所有権移転登記がされた。
1.4.4 〔設問１〕
【事実Ⅰ】及び【事実Ⅱ】（１から６まで）を前提として、令和２年５月１日、ＣがＡ
に対して甲土地の引渡しを請求した。Ａはこれを拒むことができるか、論じなさい。
1.5 難文書まとめ
以上、５つの難文書を挙げました。本書を最後まで読んだら再挑戦してみてくださ
い。仮に詳細がわからなくても楽になったと感じられるはずです。
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第 2 章
難文書が難しい理由
前章で本書が想定する「難文書」の具体例をいくつか見てきました。本章では、こ
れら難文書が難しい理由を見ていきます。まず文書全てに共通する特徴を概観し、そ
の後で難文書の特徴を掘り下げていきます。
2.1 文書全てに共通の特徴 - 現実の記号化
文書に書かれている文章は、現実の現象を記号化したものです。
2.1.1 具体例
たとえば、『私はイベントのオフライン会場に電車でやってきた』という文章があっ
たとします。これらは、以下のように主要部５つに分けられます。
•『私』（名詞）
•『イベント』（名詞）
•『オフライン会場』（名詞）
•『電車』（名詞）
•『やってきた』（動詞）
これら名詞・動詞はそれに対応する何かが現実に存在するような記号です。更にそ
れら同士の関係を助詞 4 つが表現します。
• は（行為の主体）
• の（所有）
• に（場所）
• で（手段）
これら名詞・動詞・助詞を組み合わせた１文（これも記号）で、現実のある一区切
23
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第 2 章 難文書が難しい理由
りの状態を表現することになります。いちいち具体的現実を想起することなく、文書
上で要点だけをお手軽に抽象的に議論するために記号化されています。
2.2 文書全てに共通の特徴 - 分かることは分けること
文書は読者に何かを分かってもらうために書かれます。そして、何かを理解する、
「分か」るということは、現実をうまく「分け」ることと対応します。具体例を見て
みます。
2.2.1 具体例
例えば
•『ネコがいる』
という文章はざっくりとしていますが、より理解が進んだ場合は、
•『ハセガワさんの飼っているミックというチンチラがカメラの前でじゃれて
いる』
といった具合に記号を付加することで現実を分けていきます。分けていくとは、例
えば、
•『ハセガワさんの飼っているミックというチンチラがカメラの前でうずくまっ
ている』
という状況と分けるということです。そして、一方では実際に前者は真、後者は偽
と調べることで現実が『分かること』にもなりますし、他方では『ハセガワさんの
飼っているミックというチンチラ』が『カメラの前』に居た際に、『どうしている』可
能性があるか、を分かったとも言えます。つまり『じゃれうる』, 『うずくまりうる』
という可能性レベルにとどめて示すだけでも現実への理解が深まった（分かった）と
も言えます。
先ほどの文であれば、
• 私はイベントのオフライン会場に『電車』でやってきた (先ほどの文)
• 私はイベントのオフライン会場に『バス』でやってきた (別の有り様を表現し
た文)
といった具合です。で、さらに、
• 私はイベントのオフライン会場に『電車』でやってきた、ので遅刻しなかった
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2.3 文書全てに共通の特徴 - 記号化の分解能の存在
(先ほどの文)
• 私はイベントのオフライン会場に『バス』でやってきた、ので渋滞により遅刻
した (別の有り様を表現した文)
などと、『電車』と『バス』の違いが反映された後続が付加されたりします。
2.2.2 語感
以上は具体例ですが、語感でも『分かる』、『分ける』、似ていますね。日本語でな
くとも『scire(知る、分かっている)』, 『scindere(切る、分ける)』と表現されます。
どちらもラテン語ですが英語の science につながる展開が読めます
*
1
。印欧語と非印
欧語とで共通の傾向があるのは、『分かる』と『分ける』は人類に普遍的な類似性だ
という強い根拠になります。
2.3 文書全てに共通の特徴 - 記号化の分解能の存在
物事の理解（『分かる』）には『分けること』が大事と分かりました。分けるにして
もどのレベルまで分けるか、程度があります。先程の例であれば、
•『ネコがいる』
•『コヤマさんの飼っているミックというチンチラがカメラの前でじゃれている』
後者を発言した場合、『そこまで詳しくはｗｗ』という反応をされることもあるは
ずです。以下、分けるレベルのことを分解能、粒度とでも呼んでおきます。分解能、
粒度はいかにして決まるのでしょうか。
2.3.1 文脈に応じた分解能
例えば以下の文脈を考えます。新聞紙がビリビリに破られている。誰がやったん
だ？ という文脈です。それに対し、『ネコがいる』、『子供がいる』、『おそうじロボッ
トがいる』といった複数の回答がありえます。一方で以下の文脈だとどうでしょう。
誰かネコ飼っている人、いませんか？ という文脈です。それに対し、『コヤマさんの
飼っているネコがいる』、『ハセガワさんの飼っているネコがいる』、『ババさんの飼っ
ているネコがいる』、といった複数の回答がありえます。この場合は『ネコがいる』で
は不十分です。『コヤマさんの飼っているミックというチンチラがカメラの前でじゃ
*
1
皆さん、言葉は事分なんですよ、って教育実習の先生が熱く語ってたのを今でも憶えています。当
時の自分には衝撃でしたし、今でも憶えています。
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第 2 章 難文書が難しい理由
れている』だと十分ですがやや情報過多です。
このように、質問という文脈に応じて記号化の適切な分解能・粒度が存在します。
分けているということは何らかの観点で分けられているわけで、質問が気にしている
観点で分けるのが適切です。
2.4 文書全てに共通の特徴 - 暗黙の前提の存在
具体例をまず見ます。
具体例
先ほどの、『誰かネコ飼っている人、いませんか？』という文脈に対して、普段の
会話であれば『ミックがいる』という回答も普通にありえます。『コヤマさんの飼っ
ているネコがいる』は冗長に感じます。『ミックがいる』という回答で違和感がない
のは、当事者間で『ミックはネコである』、『ミックはコヤマさんが飼っている』とい
う暗黙の了解・前提があるからです。文章術の教科書でも、このように、簡潔さを心
がけると読みやすくなると、文章術の教科書にも書かれています。
2.4.1 難文書に特有の特徴 - 簡潔性よりも正確性を優先
（ここからが本章の本命部分です。） 
しかし難文書の場合は多少簡潔性が損なわれ冗長となっても、正確性を優先して
『コヤマさんの飼っているネコがいる』と書くはずです。例えば、オザワさんがミッ
クというイヌを飼っていたとしたらどうでしょうか？ 混乱を招くはずです。前章の
難文書の例はいずれもこのような混乱を避ける傾向があります。教科書であれば読者
に誤解を与えてはならない（本当は説明のために正確性を犠牲にして良い部分もあ
るかと思いますが）です。ヤマカワの歴史教科書と大手予備校の歴史の参考書を思い
浮かべると良いかも知れません。他にも、法律、契約書に至っては法廷で誤解は紛争
（訴訟等）の原因になるので、誤解なきよう細心の注意を払って正確に書かれるはず
です。
正確性を優先した難文書の文章の特徴
このように難文書は、たとえ簡潔性よりも正確性を優先して記述される傾向があり
そうです。この志向により、難文書を構成する文章には以下の特徴が見られます。
■同じものは同じと明記、省略は基本的にしない 詳細は割愛しますが以下の特徴が
見られます。
• 同じ単語の言い換え（意味がブレる）はされない
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2.4 文書全てに共通の特徴 - 暗黙の前提の存在
• 主語を省略したほうがいい場面でも主語を書く
• ひらがなで書いたほうが文章が読みやすくなりそうでも漢字を使う。
• 指示代名詞で済ませられそうでも、省略せずもう一度書く
これらにより、「同じ単語」が何度も出てくることになります。
■
共通部分と異なる部分の強調 正確性を追求すると、共通部分と、非共通部分（異
なる部分）を明示するようになります。具体例で確認します。
具体例 『コヤマさんの飼っているミックというチンチラがカメラの前でじゃれてい
る』という文章は、以下のとおりに自由変数 (A と B) で抽象化出来ます。
•『A の飼っている B というチンチラがカメラの前でじゃれている』
同じチンチラであっても、誰が飼っているチンチラかを強調したい場合は A が複
数列挙されます。チンチラの名前を強調したい場合は B が複数列挙されます。ここ
ではチンチラが「共通部分」、A と B が「異なる部分」です。
形容詞と名詞の組み合わせ 言葉で現実を分ける際は、基本となる名詞（先述の「共
通部分」）に対して形容詞（先述の「異なる部分」）がかかってきます。先ほどの例で
あれば、チンチラという名詞があって、そこに『A の飼っている』、『B という』とい
う２つの形容詞枠を設けています。前者であれば『コヤマさんの飼っている』、『オオ
タさんの飼っている』、『ホソカワさんの飼っている』といった具合で区別がなされま
すし、後者であれば『ミックという』、『リンタロウという』、『タマという』といった
具合で区別がなされます。
前章の化学の例であれば「結合」という概念、名詞がありますが、
•『化学結合』
•『分子内結合』、『分子間結合』
•『金属結合』、『イオン結合』、『共有結合』
などといった形容詞枠を用意して、共通の地平での異なる概念を形容詞で区別しま
す。名詞＆形容詞の構成により、複数の同じ単語が何度も色んな場所に乱雑に散らば
ります。以下、詳しく説明します。
名詞の頻出化 まず、同じ名詞が何度も出てきます。上の例であれば「結合」です。
名詞＆形容詞の再帰的適用 更にそれに留まらないです。一度形容詞を付与された名
詞は全体としても「名詞」になります。名詞は再帰的に生成されるのです。例えば
『共有結合』は名詞となり、それをさらに区別するために『極性共有結合』, 『非極性
共有結合』といった新しい名詞が形容詞『極性』、『非極性』と組み合わせることで出
来上がります。
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第 2 章 難文書が難しい理由
組み合わせ爆発 最後に、概念間の説明をする際には形容詞 × 名詞の組み合わせが
掛け算が出てきます。『人間理性』, 『純粋理性』, 『純粋直観』, 『純粋悟性概念』,
、、などといった具合です。まさに組み合わせ爆発です。
結果として難文書では、同じ単語がただ単に単語が増えるだけでなく、文書全体に
各種単語が乱雑に散らばることになります。
■
略語化
略語化 (意味が残る) この組み合わせ爆発を避けるために、長い単語はどこかの段階
で圧縮・略語化されたりします。英語の場合のほうが略語化は顕著かも知れません。
例えば ML(Machine Learning、機械学習) などといった感じで頭文字を抽出し略語
化します。英単語は横に長く展開しますからね。略語化することで単位面積あたりの
情報量が多くなったり、どこまでがひと塊かを認識しやすくなります。略語化の経緯
を知っておけば略語の意味も推測が出来るかも知れません。一方で、意味が残るとは
いえ、要素を明示していた際（略語前）の印象が消えてしまうリスクがあります。例
えば、ML は本来は、Machine Learning、Machine（機械）なので Human（人間）
による Learning と対比していたり、機械的処理の中でも『学習あり（何かを教え込
ませる処理が入る）』か『学習なし（予めルールを与える、ルールベースというらし
いです）』かを指しています。でも ML と書いてしまうとそれが意識されにくい。さ
らに悪いことに他の略語、例えば ML(Meta Language) と混乱したりします。文書
中で扱われている箇所が明らかに機械学習の文脈であれば機械学習のことかと推測が
可能ですが、別の文脈、例えば政府がこれからは ML に注力しようとしてるといった
場合、世事に疎い人なら勘違いしてしまうかも知れません。
略語の定義宣言 難文書では、ML のような略語を使う際は使い始めに定義が宣言さ
れます。例えば ML（Machine Learning）と書いといて、それ以降は ML で通すと
いうものです。正確性を重視するがゆえの方策ですね。本書でも『難しい文書』のこ
とを以降は「難文書」と呼ぶと冒頭で定義しました。
単文字・数字化 (意味を求めない) 更に同じレベルの異なる概念が互いに区別されて
いればそれだけで良い、略語に何か意味を求めない、という趣旨で長い単語が意味の
ないただの数字やただの単文字に置き換えられたりします。法律系、数学系の文書で
多いです。前者であれば甲乙丙丁、ABCD、アイウエ、後者であれば S、V,T、X、
Y、Z などです
*
2
。
*
2
数学系は単記号であってもラテン文化圏の人間であればイメージが湧いたりしそうです。例えば、n
= q * m + r は日本語だと割り算、q は割る数 (商)、r はあまりですが、q(quotient), r(residue)
といった想像がつきます。このあたり非ラテン文化圏が不利なのか、分かりません。日常語と異な
る方が視認性が良い、というのはあるかもだからです、、、数 = 商 * 数１ + 余、、この方が確かに
分かり良い気もしてきました（笑）。が、説明文（日常語）があった場合はどうなんですかね。数式
部と説明部を分けるには数式部（アルファベット使用）、説明部（漢字が使われる）の方が良い気も
します。
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2.5 読者目線での難文書の難しさ
視認性が良くなりますし、記述量が減ることで誤記も減るかも知れません。このあ
たりプログラマの方ならピンとくるかもですね。
あと、意味のない単文字・数字だと逆に文書内での意味が厳密になります。例えば
『難文書』を『難』、『易しい文書』を『易』とする、だと地の文で略語でない意味の
『易』が出てきた際に混乱します。逆に『易者』を『易』さんと略してしまうと定義
をよく見ない人は何か易しい（優しい）人なのかなと意味が引きずられるかも知れま
せん。『易』さんではなく A さんとしたほうが余計な意味がない、汚れていない、逆
に文書中で定義される意味のみが際立つことになります。
ただし、読む際は必ず定義を抑えておく必要があります。また、数学系は必ず記号
の定義をするはずですが、物理・工学系では定義をしなかったりする（不親切な？）
教科書もあります。T は温度、P は圧力、V は体積、S はエントロピー。これらは常
識なのでわざわざ冗長に説明せんでも、といった具合にです。説明が冗長になると読
む気がなくなりますので、不親切とは言い切れませんが。極論だと単語全ては記号な
ので定義が存在しているわけで、それをいちいち説明していては何も進まないです
しね。
■
その他作用 正確性を重視するために、以下もなされます。例えば何かの主張が以
前のどこでなされていたか、ひとまず仮説化しておいてどこで述べるか、を明示する
ために、です。
• 読みやすくするために小見出しが用意される（この文書にも多用されていま
す。地の文と比べて文字が大きくなっていますし、目次にも出てきます。）
• 読みやすくするために数字、記号が振られる。（例：第２章第１節（教科書）、
第２章第３項第１号（法律）、定理３、証明４（数学）などです。）
正確性とは関係ないのですが、難文章では仮説に対する結論の説得力を上げるため
に実験結果で数字を用意したりしています。実験条件でも数字が出てきます。
以上が難文書の特徴とそれに起因する文章の難しさでした。途中途中で触れてます
が、次章への布石として読者目線でまとめておきます。
2.5 読者目線での難文書の難しさ
2.5.1 同じものは同じと明記、省略は基本的にしない
気の利いた省略はなされず、文章中に同じ単語ばかりが続くので退屈になります。
毎日が同じことの連続だとどうですか？ また、文章が長くなるので単位面積あたり
の情報量が減ります。眼球が疲れてしまいます。さらに難文書が知らない領域の場合
は「知らない単語の見かけの数」が増えます。
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第 2 章 難文書が難しい理由
2.5.2 形容詞と名詞の組み合わせ
上記「同じ単語」のもたらすデメリットと同様の効果があります。またそれだけで
なく、広い範囲で単語が乱雑に散らばるので見分ける労力が発生します。間違い探し
をしている感があります。さらに、再帰と組み合わせ爆発が発生し、上記デメリット
がとめどなく広がる潜在的リスクがあります。
2.5.3 略語化
常に略語の定義を頭に入れておく必要が出てきます。記憶力の弱い人は略語の定義
を確認するためにいちいち読み戻る必要があるかもです。頭文字を抽出するなどの意
味の残る略語化であればマシですが、数字、記号のような意味を求めない略語化の場
合は本当の記憶力が問われます。人間を番号ではなく名前で呼んだほうが良いのはそ
の人の尊厳を守る意味だけでなく、イメージしやすいという理由もあります。略語化
されると読み飛ばしもキツイかも知れません。途中でわからない単語が出てくるだ
けでなく、その文書特有のローカルルールが途中で潜んでいる可能性は十分にあり
ます。
2.5.4 小見出しと数字、記号付与
うまくやれば読みやすさにつながります。一例では、小見出しだけを読めば本の内
容がだいたい分かるといった使い方です。
2.5.5 説得力としての数字
数字がたくさん並ぶとキツイです。単位と組み合わせると特にです。例えば企業の
有価証券報告書（会社の状態、売上とかそういうのが書かれる）を思い浮かべてみて
ください。『売上』、『％』、『増加』、『減少』、『円』、『ドル』、『年度』、『年』、『株』、『経常
利益』、『利益率』などなど。どれがどれか、会社にとり良いことなのか悪いことなの
か、慣れていないと訳がわからなくなります。慣れていても読むのは少し疲れます。
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第 3 章
タップハイライトとタップハイラ
イトによる難文書の攻略
3.1 タップハイライト
本章ではタップハイライトという筆者がここ数年開発している技術をご紹介しま
す。前書きでも紹介していますので、本章は要点のみです。
3.1.1 多色ハイライト
文章中の単語を「タップ」するだけでテンポよく同じ単語が同じ色にハイライトさ
れます。ハイライトとは Web ページで単語検索した際に単語にマーカーが引かれる
あれです。
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第 3 章 タップハイライトとタップハイライトによる難文書の攻略
▲図 3.1 普通のハイライト（キーボード利用、単色）
単語検索と違い、タップハイライトでは多色のハイライトが使われます。多色のハ
イライトを駆使することでテキストを俯瞰的に眺めることができます。
3.1.2 アドホックなハイライト
アドホック、つまり読みながら都度ハイライトします。これにより、いきなり多色
ハイライトにはならないです。必要最小限のハイライトになりますし、読者がハイラ
イト意図を了解しながら読み進められます。プリセット（予めこの単語はこの色のハ
イライト、という設定をしておく運用）だとこうはならないです。
32




[image: ]
3.2 タップハイライトによる難文書の攻略
3.1.3 安価なハイライト（タップのみ）
タップ数回（漢字、ひらがなは２タップ、それ以外は１タップ）で完結しています。
非常に安価です。キーボードやマウス、タップ長押しは不要なので読書からの集中が
切れないです。
3.2 タップハイライトによる難文書の攻略
前章の最後で読者目線での難文書の難しさに触れました。タップハイライトでこれ
らがどう緩和されるか、見ていきます。
3.2.1 同じものは同じと明記、省略は基本的にしない
もともと、疑義がないようにするために同じ単語を明記する、省略しないのが難文
書でした。同じ単語を同じ色にすることで以下の 3 つの効果をもたらします。
「その単語」と「それ以外」の区別
あとから出てきますが、難文書で明示された小見出しの単語をタップするのが有効
です。これにより文書中での重要語が容易に同じ色にハイライトされます。重要な単
語とそれ以外を容易に見分けて区別することが出来ます。一見すると重要語が分かる
のが○と思われますが、ハイライトされないのは未出語なのでこちらも同じくらい注
意する、という読書が可能になります。
見かけの未知語の数削減の話
未知語が見かけでは１００個あったとしても、そのうちに同じ単語が 20 個ある場
合は未知語は本当は 81 個になります。これは大きな削減です。とりわけ外国語の学
習を楽にします。外国語の難文書、教科書や Wikipedia のような解説文書が良いと
思いますが、そのページのタイトルをハイライトするだけで容易に見かけの数削減が
なされます。
ヒストグラムによるヒント語
ヒストグラムを利用することで重要語を割り出すことが可能です。このヒストグ
ラムによるヒントにより後述の小見出しがない場合も有効なハイライトを実現でき
ます。
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第 3 章 タップハイライトとタップハイライトによる難文書の攻略
3.2.2 形容詞と名詞の組み合わせ - 連想ゲーム
形容詞と名詞の組み合わせによる構成は、再帰・組み合わせ爆発を起こしていまし
たが、最早問題なくなります。外国語の学習であればむしろ好都合です。先ほど述べ
た見かけ上の未知語数の削減だけでなく、連想ゲームが可能となります。以下、外国
語だとわからないかもなので日本語のクイズを用意しました。
問題（白黒）
黒文字を埋めてください（未知文字 45 種類）。
▲図 3.2 問題（白黒）
結構きつくないですか？ では同じ文字を同じ色にハイライトしてみます。
問題（ハイライト済）
各ハイライトを埋めてください。
▲図 3.3 問題（ハイライト済）
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3.2 タップハイライトによる難文書の攻略
まず注目してほしいのが未知文字 45 種類が４種類に削減されています。更に連想
ゲームも可能です。考えてみてください。
答え
▲図 3.4 答え
いかがでしょうか？ 連想ゲームが各箇所で発生しているので答えやすくなります。
これは外国語の勉強時に非常に有利ですし、慣れてる言語でも知らない領域は外国語
のようなものなので同じ状況になります。
3.2.3 略語化
読者が読み疲れてぼーっとしているか、流し読み、途中飛ばしをしたあとで略語、
数字、記号を見かけたとしても、それらをハイライトすることで定義部に容易に戻れ
ます。先ほどの連想ゲームを使えば戻らずともハイライト部の周囲を観察することで
ピンとくるかも知れません。
3.2.4 小見出しと数字、記号付与
小見出し、数字、記号が付与されていることで、何をハイライトすべきかが分かり
ます。何をハイライトするかに迷うと、読書からの集中が切れてしまいます。これで
は逆効果になってしまいます。
*
1
易しい文書よりも難文書のほうが読みやすくなる、
*
1
これは多色ハイライトに目が慣れること、タップをミスせず行うこと、小見出しを「良い単位」で
分割すること（形容詞部・名詞部を見極める）、などのトレーニングが必要です。ある程度タップハ
イライトに慣れる必要があるかも知れません。
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第 3 章 タップハイライトとタップハイライトによる難文書の攻略
というのはここにも根拠があります。易しい文書はわざわざ格式張った小見出しを用
意しないことがままあります。
3.2.5 説得力としての数字
言い忘れましたが、タップハイライトではある数字をタップすると他の数字も網羅
的に同じ色にハイライトされます。この数字を初手網羅はかなり有効です。次に単位
を区別すべく色分けする。という順番になります。百聞は一見に如かずです。是非、
ご自身の手でやってみてください。
3.3 まとめ
以上、本書のタイトルである「難しい文書ほどやさしい」の意味合いを説明しまし
た。ここからは実戦で実践したほうがわかりやすいはずです。例えば以下が挙げられ
ます。
• 本書自体
• 本書第一章 「難文書の例」
• 電子本 (PDF)
• インターネット上の任意のページ（PPL（Safari 拡張）が必要）
ちなみに PPL で PDF を読む際はこちらを参照ください。
• https://functoy.com/pplbook
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第 4 章
あとがき
本書を手にとってくださりありがとうございました。満足してくださったか心配で
すが現時点でタップハイライトについて知ってほしいことは全て書き記したつもり
です。
個人的な話ですが、電子文書に色をつけることで視認性を向上させる開発をここ
３，４年続けています。その中で難しい文書ほど有効なのは経験則で知っていました
が、本書のようにスッキリ理解できました。恐らくこういうことなのだと思います。
本書では述べませんでしたが、タップハイライトは日本語以外のほぼすべての言語
に対応しています。全て確認したわけではないので「ほぼ」と書いていますが、おそ
らく全てじゃないかなって見ています。なので本文中でも書きましたが、外国語の勉
強にも広く役立つと期待しています。そして各言語（英語や日本語等）とタップハ
イライトの相性、確実にあると思います。ポイントはデリミタ（スペース）の存在
（タップ回数に関わる）と単位面積あたりの情報集約度（表意文字の使用）です。例
えば英語であれば前者（タップ回数は１回で固定、かなりテンポが良い）、日本語は
後者の特徴 (視野あたりの色の付く単語が多い) を持っています。情報集約度が悪い
のをハイライトで補うとか、もともと情報集約度が良いのを更に活かすか、などの違
いがあります。今後の実験が楽しみではあります。
日本語が前者（デリミタ）を手に入れたら、、など、面白いかもですね。形態素解析
である程度可能ですが漢字一文字あたりの情報量で区別したい文脈もあります。一意
に定まらない、これは読書のテンポを損なう要因になります（うまくいかないときに
ストレスが発生する）。現状の PPL は潔くユーザが２点を指定して、というのを採
用しています。漢字とひらがなに対してです。例えば数学では「積」、「余積」、英語
で言うと「product」、「coproduct」という概念がありますが、日本語では漢字単位
でやるので両者を関連付けられます、つまり「積」を同じ色に出来るので両者が何ら
かの関連があると捉えられます。一方で英語は両者が同じ色の要素を持つ余地がない
です。接頭語、接尾語まで見れば良いかもですが、単語単位でやっているよりも処理
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第 4 章 あとがき
が複雑になりそうです、日本語で形態素解析を行うのに近いものが発生しますし速度
面が懸念されます。カタカナなどは一体として捉えるのが「ほぼ」正しいので１タッ
プにしています。
日本語でオール 1 タップの技術は PPL と別に開発が進んでいます。前著までを読
まれた方は既に何度か見ているあれです。形態素解析や構文解析（句構造解析）、単
語あたりの意味支配限界の確定 (視認性の観点も入る)、などが必須になってきます。
完全一致でやっている PPL よりもかなり高度な技術です。技術者として PPL レベ
ルで終わっているのが恥ずかしい、という観点で高度路線を追っていたのが前回まで
でした。現状では PPL が最適解と見ています。先述の形態素解析以下の技術が不十
分だからです。よほどの精緻化が必要と分かってきました。ノイズが少しでも交じる
と逆効果です。多くの専門家が関わって実現すべき技術かもしれませんが、PPL が
普及しないことには話に乗ってもらえなさそうなのでひっそりと一人でやっていま
す。それなりのものは出来上がっています。前著の時点とは大きく違うやり方が発見
されています。PPL との併用も可能ですし、併用すると化けます。
4.1 連絡先
• ホームページ（https://functoy.com）
質問やフィードバックもらえると嬉しいです。
4.2 今後の展開
PPL の開発は基本的な部分は終了したと見ていますが以下の残件が残っています。
• 前処理時のレイアウト崩れ問題
• より良い書式変更の模索 (文字自体の着色、背景着色、ボールド、アンダーラ
イン、その他の書式変更)
上でも述べましたが PPL とは別路線、「自然な単位」路線も開発を継続していま
す。本書で示したお堅い系の文書では概ね満足する出来になってきているので、どこ
かのタイミングでリリース予定です。が、まずは PPL の普及です。色を付けながら
読むという行為は抵抗があるからかまだまだ受け入れられていない感があるからで
す。上記読書会などで使い方をご紹介しながら、フィードバックを得て良いものをつ
くっていきたいです。
Safari 以外のブラウザ向けにも PPL をリリースしたいです。特に Edge はビジネ
スの局面ではよく利用されている（Windows 機、システム部サポートの面で）はず
なので、です。しかし Google 社、Microsoft 社ともにブラウザ拡張を収益化する術
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4.3 謝辞
を用意してくれていません（Apple 社には本当に感謝しています）。上記事情が両ブ
ラウザへの導入困難な原因になっています。
タップハイライトに興味がある方は是非連絡ください。例えば文書を読ませるサー
ビスに対しタップハイライトは対応可能です。他にも教育の研究をされている方も。
タップハイライトが教育に与える影響は未知数なので研究テーマとしてネタにできる
かとも勝手に考えています。その他の方もお気軽にご連絡ください。
4.3 謝辞
本書執筆および技術開発のために生活を支えてくれている家族に感謝です。また、
PPL を購入された方々から色々フィードバックを頂いています。おかげさまで良い
ものが出来上がりました。ありがとうございました。最後に本書および前著を読んで
くださった皆様など、活動に興味を持ってくださっている方々に感謝です。興味があ
る人がいてくれている、というのはかなりのモチベーションになっています。ありが
とうございました。
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付録 A
Appendix - 特許業界とタップハ
イライト
前書きで少し触れましたが、長くなりそうだったので Appendix として独立させ
ました。自分は特許業界に居たことがあります。実体験も少し話します。
前書きを復習すると、
• タップハイライト自体は実績がない。
• タップハイライトの元となった多色ハイライトの存在 (★)
• 特許文書は難文書
• 多色ハイライトでその難文書を楽に多読
• 特許文書に類似する文書には多色ハイライトが適用できる、と推定
• しかし、上記類似文書に多色ハイライトをそのまま適用すると難点あり（多色
ハイライトの限界）(★)
• 難点を克服すべく多色ハイライトを改良したのがタップハイライト
• 筆者的にはタップハイライトの上記類似文書への適用に手応えを感じている
• 次は多くの人に体験してもらいたい、今回は特に技術書で（今ここ）
本文中で触れていないのは★マークなので App endix ではそこに触れていきます。
A.1 タップハイライトの元となった多色ハイライト
A.1.1 多色ハイライトが常識な業界 - 特許業界
特許業界ではタップハイライトのように多色ハイライトを使い分けて文書を読むこ
とは常識です。
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A.1 タップハイライトの元となった多色ハイライト
▲図 A.1 特許業界の多色ハイライト（設定画面）
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付録 A Appendix - 特許業界とタップハイライト
▲図 A.2 特許業界の多色ハイライト（ハイライト結果）
つまり多色ハイライトはグロテスクに見えるかもですが、既に慣れている人たちは
居ます。皆さんも慣れれば確実に使いこなせます。
A.1.2 特許文書を多読する理由
前書きの特許文書は音ゲーの始まりとなったビートマニアというゲームの特許文書
の一部抜粋です（答え合わせ）。文書全部は抜粋の 20 倍くらいあります。それを特許
業界では人によっては一日十件くらい読んでいます。
この量を捌く、つまり多読するのに多色ハイライトを使っています。なぜそんなに
たくさんの文書を読むのか、理由は以下のとおりです（筆者の経験した文脈のみ書い
ています）。
まず、既に存在する技術には特許は与えられません。特許取得には一般に 100 万円
程度かかるので、見込みのない出願はしたくありません。その際に、最初に膨大な量
の既に存在する特許文献を調べる、という仕事です。
他にも同業他社の特許で自社の製品が抵触しているもの (特許を侵害しているもの)
が無いか、抵触している場合は差し止め請求や損害賠償が発生します。それを未然に
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A.2 多色ハイライトの限界
防ぐために定期的に特許調査したりします。
ライセンス契約を結ぶ際に相手方の特許戦力がどれくらいかも調べます。個人発
明家や特許ゴロ（トロールといいます）から届いた特許紹介（私の特許使いません
か？ ＝使っていたらお金を払うように）のお手紙に返答するためにその発明家の保
有する特許を網羅的に調べたりします
*
1
。自社の特許でどれが強いか、とかもやって
ました。技術者に対する報奨の文脈です（強い特許の発明者なら数年単位でお金がも
らえたりしました）。
。
他にも合ったかと思いますが、定常的にも突発的にも特許を読む機会が多かった
です。
私はかなりうんざりしていました。が、多色ハイライトのおかげで苦痛が軽減され
ていたのは確かです。多色ハイライトがない時代（電子化されていない時代）に同様
の仕事をしてた方々はすごいなぁって改めて思います
*
2
。
A.2 多色ハイライトの限界
そんなに特許業界で有効に使われている技術なら、なぜ一般の読書で使われてな
かったのか、特許業界の文書だけにしか使えない技術なんじゃないか、と思われるか
も知れません。一般の読書で使われない理由はいくつかあります。結論を先に書くと
以下の２つです。順に見ていきます。
• 特許業界では多色ハイライトから得られるリターンが一般の難文書よりも大
きい
• 特許業界では設定コストが０なプリセットなハイライト（後述）で済む場合が
多い
• 一方で一般の難文書ではアドホックなハイライトが必要な文脈が多い
• アドホックなハイライトにかかるコストは多色ハイライトでは大きい（大きす
ぎる）
*
1
現状では自分が個人発明家の立ち位置です。特許ゴロと違うのは「自分で技術を完成させる、普及
させる意図」で特許を出願しています。弱小が大企業と対等に渡り合うには特許は非常に大事と考
えています。せっかく考えたアイデアをフリーライドされたくないだけです。アイデアを採用して
もらえなかった等の経緯で、大企業を辞めて生活が不安定な状態で開発を続けています。色々と自
身の生活を守るために書きましたが、技術の普及には大企業含め多くの方々との協力が必要不可欠
と考えています。タップハイライトにご興味のある企業の方、ぜひご連絡ください。
*
2
シンタクスハイライトがない時代のプログラマーの方々も同様にすごいなぁって。プログラマの
方々なら多色づかいの利便性はシンタクスハイライトからも想像がつくかも知れません。プログラ
ミング言語は人工言語で形式的言語、堅い文書の最たるものです。難文書も形式的なものほどタッ
プハイライトは有効です。
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付録 A Appendix - 特許業界とタップハイライト
• 結果として一般の難文書では多色ハイライトではハイライトコストが高すぎて
旨味がなかった
A.2.1 多色ハイライトから得られるリターン - 同じ単語が出現する
頻度
■頻度大な特許文書 ビートマニア特許をもう一度見てほしいですが、特許文献は
『同じ単語』が何度も何度も登場します。哲学・数学・法律と同程度と見ていいです。
しかも一文献がかなり長く、その文献内の随所に同じ単語が散らばってます。ここま
で行くと多少面倒でも多色ハイライトしたくなるわけです。
■頻度小な一般の難文書 それに対して一般の難文書では同じ単語が出ると行っても
特許文献ほどでないです。キーボード、マウスからのメニュー選択という面倒な手続
きを経た後で、ハイライトされたのが数単語程度だとがっくり来てしまいます。
A.2.2 プリセットなハイライト
読書する前に予めハイライト語を指定することを以下、「プリセットなハイライト」
と呼ぶことにします。読書中に都度ハイライト語を指定する「アドホックなハイライ
ト」の対義語です。特許文書の場合はプリセットなハイライトがよくなされます。プ
リセットなハイライトは『読書中』のハイライトコストがゼロです (読書前の設定は
ゼロではないですが)。以下、特許業界でプリセットなハイライトが使われる文脈を
説明します。
特許検索（キーワード検索）
特許業界では多色ハイライトは『特許検索』の文脈で使われることが多いです。特
許検索時にキーワードを指定します。それで出てきた検索結果の文献をバババって読
んでいくのですが、『検索語』が『文献のどこに書かれているか』、これを知りたい。
そのために多色ハイライトが使われます。なおこれが大事なのですが、キーワードを
指定した時点で自動でハイライトがかかります。これはある意味でプリセットと言
えます。検索語がどこ？ の文脈では、読書中にアドホックに単語指定する必要ない
です。
特定技術分野の調査
特許文書が読まれる文脈として、『ある技術分野の調査』であることがあります。
その場合は、その技術分野に特有のキーワードをプリセット出来ます。私も対〇〇用
とか対△△用という名称でいくつかプリセット登録していました。
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A.2 多色ハイライトの限界
ハイライト語が集まる場所 - 請求項、図面番号
更に特許文書では何をハイライトすべきか、の作戦が立てやすいです。「特許請求
の範囲」（「請求項」）や「図面番号」にかかれている単語をハイライトすればいいか
らです。
■
(57)【特許請求の範囲】 【請求項１】 筐体と、
前記筐体の前面に設けられた表示装置と、
前記筐体の前面で、かつその前面と向かい合ったプレイヤーからみて手元となる位
置に設置された複数の演出操作手段と、
音楽およびその音楽に対する演出手順に関するデータをそれぞれ記憶する記憶手
段と、
前記記憶手段の記憶内容に基づいて前記音楽を演奏する演奏手段と、
前記演奏手段による演奏の進行に連動して、前記演出操作手段を用いた演出操作を
前記記憶手段の記憶内容に従って前記プレイヤーに前記表示装置を通じて視覚的に指
示する演出操作指示手段と、
前記プレイヤーによる前記演出操作に応じた演出効果を発生させる演出効果発生手
段と、
前記記憶手段が記憶する前記演出手順と前記プレイヤーによる前記演出操作との相
関関係に基づいて当該演出操作を評価する評価手段と、
前記評価手段の評価結果に対応した情報をプレイヤーに対して表示する評価表示手
段と、
を備え、
前記演出操作指示手段は、少なくとも一部の領域が、前記複数の演出操作手段のそ
れぞれに対応付けられた複数かつ所定方向に延びるトラックに区分可能なインジケー
タを前記表示装置の画面上に表示させるとともに、前記複数のトラックのそれぞれに
は、各トラックに対応付けられた前記演出操作手段の操作時期を示すための指示標識
を、その指示標識に対応する演出操作手段の操作時期が到来したときに当該指示標識
が前記トラックの一定個所に設定された演出操作位置に到達するように、前記トラッ
クに沿って移動させつつ表示させることを特徴とする音楽演出ゲーム機。
■
ハイライト語が集まる請求項 請求項に特許で認められる権利の範囲を定義してい
ます。請求項で使われている単語を『明細書』（これを主に読む）で詳細に説明して
います。請求項の解釈次第で特許侵害になるか否かが決まるので、明細書を読み込む
ことになります。その際には請求項の単語を多色ハイライトするだけで十分、となり
ます。更に請求項は一箇所にまとまっています。なので、請求項を見て一括で複数の
単語を指定出来ます。
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付録 A Appendix - 特許業界とタップハイライト
■ハイライト語が集まる図面番号 他にも「図面番号」も使えます。これも一箇所に
まとまっています。
【符号の説明】
• １ ゲーム機
• ２ 筐体
• ６ モニタ
• ７Ａ，７Ｂ 装飾灯
• ８Ａ，８Ｂ，８Ｃ スピーカ
• １２Ａ，１２Ｂ 演出操作部
• １３ 鍵盤入力装置
• １４ ターンテーブル入力装置
• １５Ａ, １５Ｂ，１５Ｃ，１５Ｄ，１５Ｅ 鍵盤キー
• ２３ スライドディスク
• ３０ 補助入力装置
• ３５ 硬貨管理装置
• ５０ ＣＰＵ
• ５６ 補助記憶装置
• ６１ グルーヴゲージ表示部
• ６１ａ ゲージ枠
• ６１ｂ ゲージバー
• ６２Ａ，６２Ｂ スコア表示部
• ６５Ａ，６５Ｂ インジケータ
• ６６Ａ，６６Ｂ，６６Ｃ，６６Ｄ，６６Ｅ 鍵盤トラック
• ６７ ターンテーブルトラック
• ６８，６９ アイコン
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A.2 多色ハイライトの限界
▲図 A.3 ビートマニア特許の図面
これらは読書前に行えます。プリセット的な運用です。
A.2.3 一般の難文書 - アドホックなハイライトが多い
一方で一般の難文書だとどうでしょうか。
技術分野に特有のハイライト語を事前指定可能
分野ごとにハイライト語を予めプリセットするのは特許文献と同様に可能です。
*
3
*
3
小見出しの項の脚注で説明しますが、プリセットよりもアドホックの方がメリットがあるので、タッ
プハイライト拡張（PPL）では現状では実装していません。
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付録 A Appendix - 特許業界とタップハイライト
散らばるハイライト語（小見出し）
本文でも触れましたが、一般の難文書では小見出しを参考にすると効果的にハイラ
イトできました。しかし小見出しは散らばっています。なので一括指定は基本的には
出来ず、都度キーボード等を取り出して個別に指定が必要、となります。すごく面倒
です。
*
4
A.2.4 多色ハイライトでのアドホックなハイライトのコスト
多色ハイライトでのアドホックなハイライトのコストは非常に大きいです。キー
ボードをいちいち使ったり、マウスでハイライトしたいキーワードを矩形選択しどの
色にするかも選択する必要があります。これでは読書からの集中を大きく欠かせてし
まいます。
A.2.5 まとめ (多色ハイライトの限界)
まとめると、
• 一般の難文書への多色ハイライトはリターン（単位設定あたりのハイライト面
積）が特許文書ほどではない
• 特許文書はハイライトコストがゼロなプリセットなハイライトで済む文脈が
多い
• 一方で一般の難文書はハイライト語は小見出しから得るため、（目次がない場
合は）読み進める中でアドホックに何度もハイライトする必要がある。
• アドホックなハイライトのコストは多色ハイライトでは非常に大きい。
• アドホックなハイライトの頻度が多い一般の難文書では多色ハイライトではコ
ストがメリットを上回ってしまう。
以上が、特許業界では既に実績があるにも関わらず、多色ハイライトがこれまで一
般の読書には適用されてこなかった理由です。
逆に、タップハイライトはアドホックなハイライトのコストを大きく下げられまし
た。それによりリターンがコストを上回ったため、一般の難文書への適用に耐えうる
技術になりました。
*
5
*
4
目次がある場合は、目次参照時に一括でハイライトしても良いかも知れませんね。書いてて気づ
きました。しかし、これはまだ試してないです。というのも後述のとおりにプリセットよりもアド
ホックが優るからです。
*
5
まだ改善の余地がありそうです。例えば本書での試み、つまり筆者が重要語、つまりハイライトす
べき語を「」で示すルールができれば迷うことがゼロになります。まだ遠い先の話ですが先は明る
いです。今回気づけたのは大きかったです。
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A.3 まとめ
最後に追加の議論をします。アドホックなハイライトがプリセットのそれに優ると
いう話です。
プリセットなハイライトに優るアドホックなハイライト
アドホックなハイライトは、プリセットなハイライトのような『既に完成されたハ
イライト』、つまりいきなり多色が展開している状態を避けられます。いきなり多色
が展開していると、、、
•『ハイライト趣旨』が読めなかったり、
•『多色』に圧倒されたり、
• 人によっては『自分の教科書に他人に無断でひかれたマーカー』の如き嫌悪感
を覚えたり、
します。また、
• プリセット語が必ずしも重要語でない場合、つまりノイズになる際は設定解除
が必要になったり、
します。
ある場所では重要語であっても、他の場所で重要語である必然性はないです。
このプリセット解除も読書からの集中を欠く要素になります。必要なものだけを必
要なときにアドホックにハイライトするのが結果的には正解と実感しています。
実感するには本 Appendix でハイライトを色々試したあとで他章を読んでみてく
ださい。自分で設定したものにも関わらず、かなり読みづらい、場合によっては不快
感を覚えるはずです。
A.3 まとめ
以上、特許業界の話でした。これからは特許業界にもタップハイライトを売り込ん
でいくつもりです。直近だと 11 月に開催される『特許・情報フェア 2022』に参加予
定です。出展側ではなく参加者側ですが。
もしタップハイライトにご興味のある個人、企業の方、いらっしゃったらメールで
連絡ください。各特許検索サービス（Web で提供、つまりタップハイライト拡張が
使える）で試しましたが効果は絶大です。ご提供されているサービスに大きな付加価
値をつけられる自信があります。
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